
体制の整備 

自転車交通安全教育の 
推進 

自転車損害賠償保険等の 
加入促進 

サイクルツーリズムの 
推進 

自転車専用道路等の整備 

普及啓発等 

自転車活用推進計画の 
策定 

＜北海道自転車条例施行後の取組＞ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

自転車の活用及び安全利用を推進するための会議の設置・運営（北海道自転車活用等推進連携会議（官民で 
構成するオール北海道の推進体制）、自転車活用等推進会議（庁内の推進体制）） 

 
 

基本的施策等 

期別（春・夏・秋・冬）の交通安全運動等による街頭啓発等 
（啓発資材の配布、自転車教室の実施、自転車シミュレーターによる体験型啓発等） 

サイクルセーフティーキャンペーン（自転車安全日の街頭指導等） 

条例趣旨等の周知（啓発資材の配布等による広報） 

自転車の活用や安全利用への理解を促進するための周知啓発 
（広報ツールの配布、イベントの実施等） 

フォーラム 
※開発局との共催 

・大規模自転車道等の整備(札幌恵庭自転車道、釧路阿寒自転車道) 
・自転車走行環境の改善(案内看板及び路面標示(矢羽根)の設置等) 

・自転車ネットワーク計画の推進（市町村の取組に対する支援） 

・北海道スポーツツーリズム戦略的誘客促進事業(台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、香港への戦略的プロモーションの実施) 
・広域観光推進事業、地域観光活性化促進事業(広域連携や多様な観光商品づくり等に対する支援) 
・地域政策推進事業(振興局が地域と連携し、地域に根ざした政策を企画・立案実施) 
・地域活性化に対する取組支援(地域づくり交付金による支援) 

自転車損害賠償保険等の加入義務化への対応 
・市町村や関係団体、保険会社等と連携した周知啓発 
・自転車貸付事業者の把握 

素案検討 案検討 
成 
案 

国計画 
決定 

第１回(4/27) 第２回(12/18) 

資料１ 

Ｈ30 Ｈ31 

10/1～加入義務化 



自転車交通安全教育の推進 

＜北海道自転車条例施行後の取組＞ 

○啓発資材の作成、配布   

○街頭啓発の実施                    

 ・期別の交通安全運動（春･夏･秋･冬）        

 ・ｻｲｸﾙｾｰﾌﾃｨｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（４～11月） 

 ・自転車安全日（毎月第１･３金曜日） 

○通学路の安全点検の実施 

○イベントの開催（ﾊﾟﾈﾙ展･反射材ﾌｪｱ） 

○幼児や小・中・高校生等を対象とした参加・体験・実践型の自転 

 車教育（スケアードストレイト教育技法等）の実施 

             ○自転車シミュレーターによる体験型 

              啓発の実施 

             ○交通安全指導員・交通ボランティア 

              への研修会の実施 

             ○シルバーアドバイザー店の登録促進           

普及啓発等 

○自転車イベント、各地域で実施される交通安全の取組等での広報 

○北海道広報、街頭大型ビジョン、本庁舎デジタルサイネージ、新 

 聞紙面利用広告による広報 

○ＨＡＣ（北海道エアシステム）機内誌への掲載 

○北海道の広報番組「情報カフェ赤れんが」の放送 

○包括連携協定を締結している企業等との連携による広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 協力企業 

啓 発 資 材 の 

掲 示 ・ 配 布 

(株)セコマ、生活協同組合コープさっぽろ、(株)イトーヨーカ

堂、(株)ファミリーマート、イオン(株)、日本郵便(株)北海道支

社、損害保険ジャパン日本興亜(株)、日本生命保険相互会社 

レシート掲載 (株)セブンーイレブン・ジャパン 

店 内 放 送 (株)セコマ 

自 動 販 売 機 

電 光 掲 示 板 

北海道コカ・コーラボトリング(株) 

北海道自転車条例チラシ 北海道エアシステム機内誌 

（９・10月） 

ｻｲｸﾙｾｰﾌﾃｨｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始式 

自転車シミュレーター 

自転車損害賠償保険等の加入促進 

          ○市町村や関係団体、事業者等への周知 

          ○啓発資材の作成・配布 

          ○秋の交通安全運動期間における周知啓発 

           ・道民総決起大会での講演 

           ・街頭啓発            

          ○レンタサイクル事業者等の保険加入状況等 

           の把握 

保険加入義務化チラシ 



自転車専用道路等の整備 

＜北海道自転車条例施行後の取組＞ 

○大規模自転車道線（道内10コース）の整備 

 ・札幌恵庭自転車道線（実施検討） 

 ・釧路阿寒自転車道線（トイレ（２箇所）の補修） 

○自転車走行環境の改善 

 ・案内看板及び路面表示（矢羽根型）の設置 

 ・生活道路における交通安全対策の実施（路側帯、ゾーン30等の   

  整備、規制標示の塗り替え整備、一時停止、横断歩道の新設） 

○自転車ネットワーク計画の推進 

 安全で快適な自転車通行空間を整備すること目的に、市町村が策 

 定する自転車ネットワーク計画への策定等支援 

サイクルツーリズムの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業等 概     要 

北海道スポーツ

ツーリズム戦略的

誘客促進事業 

サイクリングが盛んな台湾等に対し、気候や景観、食など本

道ならでは環境の中で楽しむことのできるサイクリングを戦

略的にＰＲし、来道外国人観光客の増加を図る。 

・サイクルイベントへの参加（台湾、香港、シンガポール） 

・メディア及びインフルエンサーの招聘 

・プロモーション動画などの広報ツールの作成 

・ナビゲーションアプリと連動したサイクリングルート発信 

広域観光推進事業 地域の観光協会や団体などが連携して広域的に取り組む観光

商品の開発や周遊ルートづくり、プロモーションなどを支援

し、広域連携や二次交通整備等の受入体制整備を図る取組に

対して支援する。 

・さっぽろサイクルラボ自転車観光広域連携事業 ほか 

地域観光活性化促

進事業 

地域の観光従事者などが連携して行う地域の特性を生かした

観光資源の掘り起こし等による多様な観光商品づくりの取組

に対し、商品開発から旅行会社へのセールスまでの取組に対

して支援する。 

・ﾆｾｺひらふ倶知安旭ヶ丘ＭＴＢﾌﾛｰﾄﾚｲﾙ推進事業 ほか 

地域政策推進事業 ・空知型観光まちづくり推進事業 

・ShiriBeshi観光のグリーンシーズン誘客事業 

・ひだか戦略総合情報発信事業 

・「食」や「食文化」を観光資源とするﾌｰﾄﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業 

・オールオホーツク来訪振興促進事業 

サイクルツーリズ

ムへの理解促進 

北海道のサイクルツーリズム関係者が一堂に会し、関係者間

の連携や取組を広くＰＲすることを目的とした「北海道のサ

イクルツーリズム推進フォーラム」を北海道開発局と連携し

開催 

北海道の大規模自転車道 


